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前
号
で
は
、
五
山
文
学
の
周
辺
と
し
て
、
画
塾
刀
翼
々
継
を
中
心
に
論
じ
た
の

だ
が
、
今
回
は
、
五
山
文
学
僧
が
よ
く
交
渉
を
持
っ
た
、
室
町
幕
府
官
僚
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　
幕
府
機
構
の
う
ち
、
御
相
伴
衆
・
御
供
衆
・
奉
公
衆
な
ど
に
つ
い
て
は
、
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亙
）

中
世
史
家
に
よ
り
多
く
の
研
究
業
績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
小
論
で
は

奉
行
衆
を
取
り
あ
げ
る
。

　
室
町
時
代
の
奉
行
と
し
て
『
武
家
名
目
抄
』
に
は
、
評
定
奉
行
、
公
人
（
以
下

奉
行
の
二
字
を
省
略
）
、
守
護
、
恩
賞
、
安
堵
、
証
人
、
越
訴
、
段
銭
、
倉
、
唐

船
、
神
宮
、
社
家
、
山
門
一
束
寺
、
山
斗
、
公
文
、
祈
薦
、
御
所
、
門
役
、
御
所

造
作
、
普
請
、
御
祝
、
御
物
の
二
十
三
奉
行
が
あ
げ
ら
れ
、
夫
々
の
職
務
内
容
が

略
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
『
斎
藤
親
心
日
記
』
『
康
富
記
』
『
花
営
三
代
記
』

に
は
、
官
途
、
披
露
、
月
別
、
御
出
、
進
物
、
寺
社
の
六
奉
行
名
が
見
ら
れ
る
。

　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
（
以
下
『
日
録
』
と
略
記
）
に
も
三
十
二
種
類
の
奉
行
が
出
て
く

る
。
右
の
奉
行
名
に
傍
線
を
付
し
た
九
奉
行
が
『
日
録
』
と
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
。
三
十
二
の
中
に
は
正
式
の
職
名
で
は
な
く
、
記
録
者
が
恣
意
に
名
付
け
た
も

の
も
混
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
蔭
涼
職
で
あ
る
季
竣
真
蘂
、
亀
泉
集
証
が
最
も
多
く

　
　
　
　
　
室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

接
触
す
る
の
は
、
言
う
迄
も
な
く
寺
奉
行
・
院
奉
行
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ゆ

っ
く
り
後
述
す
る
事
に
し
て
、
他
の
奉
行
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
禅
僧
が
任

命
さ
れ
た
も
の
を
あ
げ
る
。

＠o
③
．

奉
　
行
　
　
人

名

冒
録
』
記
贅
且
備

考

再
興

仙
岩
澄
安
　
長
禄
二
、
二
、
＋
三

東
　
班

相
国
寺
都
寺
が
東

福
寺
に
出
張

文
正
元
、
二
、
一

ノ＝
イ1

道

④
造
　
営

天
　
応
瑞
嘉

集
柏
・
集
　
固

文
明
十
七
、
四
、
十
二

　
十
八
、
七
、
十
五

＠＠
修
造

文
明
十
七
、
四
、
五

十
八
、
正
、
廿
一

集
柏
・
集
固
・
文
明
十
九
、
二
、
八

相
国
寺
再
興

将
軍
御
成
の
会
計

訥
々
中
に
堂
島
を
巡
る
仏
事
．

を
掌
る

相
国
寺
方
丈

雲
頂
院
庫
裡

雲
頂
院
で
あ
ろ
う

御
前
東
雲
景
岱

長
享
二
、
正
、
十
九
　
将
軍
御
成
の
際
、
斎
や
点
心

延
徳
二
、
七
、
八
　
　
を
調
え
点
検
。
又
取
次
。

①
④
⑤
は
名
称
は
異
っ
て
い
る
が
同
一
職
務
で
あ
る
。

て
い
る
も
の
。

次
に
同
朋
衆
が
任
命
さ
れ

一
九
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室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

＠＠
御
物

御
　
服

調吉

豊平
文
明
十
七
、

六四
　N　　　S

三熱
四八

立

阿
一
同
徳
三
、
二
、
廿
四

将
軍
の
持
物
を
宰
領

将
軍
衣
服
の
管
理

次
に
は
奉
行
衆
に
は
含
ま
れ
ず
（
一
部
混
っ
て
い
る
が
）
、

当
っ
た
奉
行
。

有
力
武
士
や
国
人
級
が

＠＠⑪⑫⑬

即
　
位

地
反
　
旧

師
御
陣
営

摂
津
掃
部
頭
　
寛
正
⊥
へ
六
、
＋
三
後
土
御
門
天
皇
即
位
の
費
型

全

右
　
文
正
元
、
五
、
廿
六
　
寺
院
の
敷
地

小
寺
藤
兵
衛
尉

薬
師
寺
四
郎
左
衛
門

薬
師
寺
越
前
守

鳥
井
十
郎
左
衛
門

赤
松
政
則

武
田
伊
豆
守
”

伊
勢
貞
遠

松
田
対
馬
守

諏
訪
信
濃
守

延
徳
二
、
七
、
廿
七

延
徳
三
、
五
、
廿

延
徳
三
、
九
、
九

明
応
元
、
十
、
十
六

播
磨
及
び
美
作
の
段
銭
を
掌

る三
井
御
陣
の
足
利
義
材
が
発

令近
江
出
陣
中
の
将
軍
の
奉
評

を
掌
る
も
の
か
？

⑪
は
赤
松
家
つ
ま
り
守
護
大
名
家
の
内
の
役
職
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
奉
行
衆
が
担
当
し
た
職
が
十
九
も
数
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

尾
大
和
詞
の
所
で
具
体
的
に
説
明
す
る
奉
行
職
を
除
い
て
表
示
す
る
。

飯

＠＠＠
神
　
宮

飯
尾
加
賀
守
「
長
禄
四
、
六
、
十
八

神
宮
役
工
米

一
色
殿

国
分

松
・
丹
後
守
賑
矯
替
八
守
護
別
担
当
か

斎
藤
四
郎
衛
旦
長
禄
四
、

八
、
廿
二
　
備
前
担
当
の
奉
行

二
〇

⑰

訴
　
人

　
一
（
交
野
）

　
行

　
奉
（
松
尾
）

⑱
融
麗

　
　
（
稲
荷
）

⑲
．

公
　
人

璽
過
書

＠＠＠
御
要
脚

御
造
作

松
田
丹
後
守

飯
尾
左
衛
門
大
夫

布
施
下
野
守

飯
尾
肥
前
守

松
田
対
馬
守

布
施
下
野
守

飯
尾
肥
前
守

松
田
但
馬
守

中
沢
備
前
守

長
禄
四
、
八
、
廿
二

長
禄
二
、
九
、
三
十

寛
正
六
、
六
、
三
五

　
　
　
十
一
、
廿
八

文
正
元
、
七
、
八

文
明
十
七
、
四
、
十
八

文
正
元
、
正
、
八

文
明
十
八
、
三
、
十
二

文
明
十
八
、
五
、
廿
八

文
明
十
八
、
七
、
廿
一

赤
松
政
則
が
大
館
兵
庫
助
を
．

訴
う

相
国
寺
領
を
交
野
神
人
が
押

取神
輿
を
振
り
捨
て
訴
訟

松
梅
院
の
借
物
不
払
い

正
伝
庵
領
を
争
う

祭
礼
地
ロ
の
争
い

奉
行
人
の
心
止
を
掌
る

関
所
の
通
過
許
可
書
発
行

光
徳
庵
進
上
の
折
紙

南

都
松
田
対
馬
守
長
享
元
、
十
二
、
七

［兵
庫
関
に
つ
き
等
持
寺
と
争
　

．
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

⑮
⑯
を
見
る
と
、
各
守
護
又
は
領
国
毎
に
分
担
す
る
奉
行
が
あ
っ
た
事
が
推
測
さ

さ
れ
る
。
文
正
元
年
十
一
月
三
日
の
『
親
基
日
記
』
の
、
「
大
嘗
会
面
付
井
錦
二

代
沙
汰
分
」
を
見
る
と
、
管
領
以
下
二
十
一
人
の
守
護
大
名
の
分
担
金
が
記
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
大
名
の
名
の
右
肩
に
も
奉
行
衆
の
名
が
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
守
護
大
名
を
担
当
す
る
奉
行
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
表
以
外
に
、
飯
尾
大
和
守
の
所
で
説
明
す
る
奉
行
職
と
し
て
、
⑳
御
出
、

⑳
御
拝
賀
、
⑳
唐
、
⑳
琉
球
、
⑳
公
文
、
⑳
山
門
、
⑳
門
跡
、
＠
仏
事
、
⑫
寺

（
院
）
奉
行
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
日
録
』
に
は
記
載
さ
れ
な
い
が
、
⑬
作
事
奉
行

（
布
施
下
野
守
と
飯
尾
加
賀
守
と
が
室
町
御
所
の
庭
を
修
築
）
、
⑭
棟
別
三
奉
行
（
布
施

下
野
守
が
内
裏
修
造
の
棟
別
銭
を
掌
る
）
等
々
が
あ
っ
た
。

　
応
仁
の
乱
以
前
の
奉
行
人
の
富
裕
を
物
語
る
も
の
に
、
文
正
元
年
二
月
廿
五
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日
、
足
利
義
政
が
飯
尾
肥
前
寺
之
種
宅
に
御
成
に
な
っ
た
記
録
が
あ
る
。
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
『
親
基
日
記
』
『
飯
尾
宅
御
成
記
』
（
『
群
書
類
従
」
二
十
二
揖
所
収
）

に
も
記
さ
れ
る
が
、
『
日
録
』
に
よ
っ
て
盛
儀
の
片
鱗
を
覗
い
て
み
よ
う
。

　
今
に
も
降
り
そ
う
な
曇
天
に
将
軍
が
飯
尾
邸
を
訪
れ
た
の
は
、
之
種
が
兄
の
官

の
肥
前
守
を
襲
い
だ
祝
賀
の
為
で
あ
っ
た
。
観
世
能
十
二
番
が
演
ぜ
ら
れ
、
八
十

歳
を
過
ぎ
た
老
母
や
兄
弟
も
拝
謁
を
詐
さ
れ
た
。
廿
七
日
に
御
所
に
献
上
さ
れ
た

品
々
を
、
季
慶
真
蘂
は
、
”
種
々
の
珍
物
人
を
驚
か
す
。
近
来
比
倫
無
し
”
と
前

置
き
を
書
い
て
、
”
御
小
袖
十
重
。
盆
九
枚
に
珍
物
を
載
す
。
三
幅
絵
即
ち
本
尊

は
観
音
、
脇
は
寒
山
拾
得
和
尚
。
級
子
尾
端
。
食
籠
。
上
智
箱
。
花
瓶
。
薬
器
油

滴
。
印
籠
。
香
合
一
。
水
滴
（
胡
銅
）
。
金
歯
は
銀
の
御
太
刀
。
銘
物
の
御
太
刀
。

御
漏
三
領
。
御
馬
”
と
写
影
に
書
き
上
げ
、
”
上
様
（
日
野
富
子
）
に
も
同
前
、
種

々
勝
げ
て
数
う
べ
か
ら
ず
”
と
絶
思
し
て
い
る
。

　
奉
行
衆
と
　
『
日
録
』
時
代
の
奉
行
衆
に
と
っ
て
最
大
の
事
件
は
、
文
明
十

　
奉
公
衆
七
年
夏
か
ら
の
奉
公
衆
と
の
斗
争
で
あ
っ
た
。

　
文
明
十
七
年
四
月
十
口
未
の
刻
（
午
後
二
時
頃
）
、
足
利
義
政
は
東
山
山
荘
の
西

指
庵
に
移
聴
し
、
奉
公
衆
は
皆
太
刀
を
献
上
し
て
祝
っ
た
。
こ
の
賀
宴
の
陰
に

奉
行
衆
と
奉
公
衆
の
確
執
が
進
行
し
た
ら
し
い
。
中
院
通
秀
の
『
十
輪
院
内
府

記
』
に
は
、
両
衆
の
座
次
の
争
論
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
契
機
に

す
ぎ
ず
、
も
っ
と
根
深
い
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
の
成
り
行
き
を
心
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
た
亀
泉
要
証
は
廿
六
口
に
飯
尾
大
和
芋
元
肥
、
廿
七
口
に
は
布
施
下
野
守
英
基

の
所
に
出
塁
（
支
出
担
当
の
東
班
）
を
遣
わ
し
て
、
”
公
事
”
の
経
緯
を
尋
ね
、
英

基
は
こ
れ
に
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。

　
翌
廿
八
日
、
足
利
義
政
の
相
国
寺
御
成
が
あ
っ
た
。
横
川
景
三
の
再
臨
入
院
の

　
　
　
　
　
室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

法
会
に
臨
む
為
で
あ
る
が
、
奉
行
衆
は
飯
尾
左
衛
門
大
夫
（
為
規
か
）
以
外
は
病

気
と
称
し
、
全
員
参
侍
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
五
月
に
な
っ
て
足
利
義
政
は
細
川
政
元
や
万
松
軒
の
宗
山
白
話
を
し
て
、
布
施

英
基
に
隠
居
を
勧
告
せ
し
め
た
が
、
布
施
下
野
守
は
承
知
せ
ず
、
足
利
義
尚
邸
の

近
く
に
城
郭
・
矢
倉
を
構
築
し
て
戦
斗
に
備
え
た
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
は
、

”
東
山
殿
（
義
政
）
は
奉
行
方
、
室
町
殿
（
義
尚
）
は
近
習
（
奉
公
）
方
”
と
割
切

っ
て
い
る
。

　
五
月
廿
三
日
目
奉
公
五
番
衆
（
四
番
衆
だ
け
不
参
加
）
が
甲
冑
を
帯
び
て
、
飯
尾

・
布
施
弊
誌
を
襲
撃
せ
ん
と
す
る
勢
い
を
見
せ
た
の
で
、
細
川
政
元
の
進
言
に
よ

っ
て
足
利
義
政
は
、
急
遽
二
人
に
内
書
を
遣
わ
し
、
邸
か
ら
退
去
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
安
富
新
兵
衛
と
物
部
次
郎
左
衛
門
尉
が
布
施
英
基
父
子
百
五
十
人
を
護
衛
し

て
丹
波
に
落
ち
、
飯
尾
元
連
父
子
は
後
に
伏
見
の
清
泉
院
に
隠
れ
た
。
一
方
、
足
　
　
…
…

利
義
政
は
細
川
、
一
色
そ
し
て
三
上
越
前
守
（
伊
勢
貞
宗
家
臣
）
ら
の
諸
将
に
、
西

府
の
北
・
東
・
西
の
三
方
を
固
め
さ
せ
た
。
か
く
し
て
自
余
の
奉
行
衆
や
奉
公
衆

は
夫
々
私
宅
に
帰
り
、
事
態
は
一
応
収
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
『
後
法
正
院
記
』
は
、

東
山
の
布
施
英
基
の
宿
所
は
奉
公
衆
下
人
が
破
却
し
て
財
物
を
奪
い
、
同
朋
衆
に

分
給
し
た
事
を
記
し
、
『
応
長
卿
記
』
は
”
（
布
施
英
墓
の
）
近
日
過
分
の
振
舞
い

天
罰
を
蒙
る
か
”
と
書
き
留
め
て
い
る
。

　
五
月
廿
四
日
、
亀
泉
集
証
は
さ
っ
そ
く
東
府
・
西
府
・
鹿
苑
院
・
大
館
刑
部
邸

に
赴
き
、
世
上
無
為
を
賀
し
た
。
彼
の
中
立
的
立
場
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
機
会
主
義
的
性
格
の
然
ら
し
む
る
所
か
。
翌
廿
五
日
、
飯
尾
元
高
は
じ
め
六

十
余
人
の
奉
行
衆
は
剃
頭
遁
世
す
る
が
、
河
合
正
治
氏
は
こ
れ
を
”
抵
抗
の
姿

勢
”
と
解
し
て
い
る
が
（
『
足
利
義
政
』
）
、
筆
者
は
帰
順
の
表
明
と
見
る
。
足
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

義
政
は
事
件
の
後
、
即
ち
六
月
三
日
に
得
度
を
決
意
し
た
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
事

記
』
に
は
、

　
御
得
度
方
公
用
の
二
千
貫
を
ば
布
施
下
野
守
に
預
け
置
か
れ
し
処
、
公
仕
の
間

　
を
以
て
（
奉
公
衆
と
奉
行
衆
の
争
い
か
）
無
力
、
今
度
の
御
亡
し
下
す
は
伊
勢
守

　
計
略
の
七
百
貫
ば
か
り
な
り
云
々
（
中
略
）
。
御
得
度
は
奉
行
・
近
習
の
事
故

　
な
り
〈
文
明
十
七
、
六
、
廿
六
〉
。

と
得
度
の
原
因
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
飯
尾
元
連
父
子
は
伏
見
清
泉
院
に
亀
泉
集
証
の
慰
問
使
を
迎
え
、
八
月

五
日
に
帰
洛
し
、
同
月
十
五
口
に
は
廿
八
人
の
奉
行
衆
の
先
頭
と
な
っ
て
足
利
義

尚
に
参
謁
し
、
太
刀
を
献
上
し
て
赦
免
を
受
け
た
。
そ
し
て
布
施
下
野
守
が
担
当

し
て
い
た
公
文
奉
行
を
は
じ
め
、
相
国
寺
奉
行
・
鹿
苑
院
奉
行
・
等
持
寺
及
び
等

持
院
奉
行
・
清
住
院
奉
行
・
建
仁
寺
奉
行
・
山
門
奉
行
に
任
命
さ
れ
飯
尾
元
連

は
、
名
実
共
に
奉
行
衆
の
筆
頭
と
な
る
。

　
他
方
、
布
施
英
基
の
運
命
は
悲
惨
で
あ
っ
た
。
彼
は
十
二
月
に
は
帰
洛
し
た
ら

し
く
、
十
二
月
廿
日
、
亀
娘
集
証
は
布
施
邸
を
訪
れ
て
沈
酔
し
て
帰
り
、
廿
三

日
、
奉
行
衆
（
八
、
十
五
の
廿
八
人
以
外
だ
ろ
う
。
奉
行
衆
六
十
余
人
は
飯
尾
方
と
布
施

方
に
分
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
）
は
西
府
に
祇
上
し
て
御
礼
を
述
べ
て
い
る
。
一

見
、
奉
行
・
奉
公
両
機
は
和
解
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
年
も
押
し
詰
ま
っ

た
廿
六
日
、
布
施
下
野
守
が
束
髪
に
参
上
し
て
御
免
の
御
礼
を
伸
べ
、
つ
い
で
西

府
即
ち
小
川
御
所
に
参
上
す
る
と
事
態
は
一
変
し
た
。
こ
の
時
、
亀
泉
集
証
も
小

川
御
所
に
召
さ
れ
た
の
だ
が
、
西
府
の
四
方
の
釘
抜
門
は
誰
も
通
行
出
来
ず
、
已

む
な
く
裏
門
か
ら
入
っ
て
行
く
と
、
衣
冠
姿
の
布
施
下
野
守
を
甲
冑
で
身
を
固
め

た
奉
公
衆
が
取
囲
み
、
今
ま
さ
に
殺
そ
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。
仰
天
し
た
課
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

和
尚
は
す
ぐ
雲
沢
軒
に
と
ん
で
帰
っ
た
が
、
後
で
聞
く
と
、
英
基
・
善
十
郎
父

子
、
飯
尾
新
右
衛
門
・
孫
三
郎
兄
弟
（
こ
の
二
人
は
布
施
英
基
の
縁
者
）
の
四
人
が

討
ち
果
た
さ
れ
た
と
い
う
。
”
天
下
怪
事
也
”
と
亀
泉
は
記
す
が
、
事
件
の
原
因

の
”
公
事
”
に
つ
い
て
は
一
字
も
書
き
残
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
『
日
録
』
よ
り

憶
測
し
て
み
る
ほ
か
は
な
い
。

　
第
一
に
布
施
英
基
は
西
府
か
ら
忌
避
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
”
去
年
布

施
下
野
守
の
私
宅
に
於
て
対
決
あ
り
”
〈
文
明
十
七
、
十
、
十
四
〉
と
い
う
対
決
と

い
う
の
は
、
中
業
都
文
と
定
永
都
文
と
が
、
南
禅
寺
領
加
賀
直
橋
郷
の
庄
山
職
を

争
っ
た
事
を
い
う
。
応
仁
の
乱
で
南
禅
寺
が
焦
土
と
化
し
、
寺
僧
が
す
べ
て
散
り

散
り
に
な
っ
た
時
、
定
永
都
文
一
人
命
が
け
で
寺
家
領
を
守
り
、
寺
の
再
興
に
尽

力
し
た
。
そ
の
定
永
都
文
を
西
府
は
住
持
に
命
じ
て
南
禅
寺
腰
文
寮
に
復
帰
さ
せ

た
り
く
文
明
十
七
、
六
、
廿
五
〉
、
得
橋
郷
馬
主
職
に
任
命
す
る
よ
う
に
働
き
か
け

て
い
て
〈
文
明
十
七
、
十
、
十
六
〉
、
事
の
ほ
か
強
力
に
援
助
し
て
い
る
。
　
し
か
る

に
布
施
下
野
守
は
、

　
去
年
（
文
明
十
六
年
）
布
施
下
野
守
の
私
宅
に
撃
て
対
決
あ
り
。
然
る
に
未
だ

　
公
験
あ
ら
ざ
る
か
、
訴
陳
未
だ
息
ま
ず
。
両
人
の
訴
状
、
愚
（
亀
泉
）
の
所
に

　
有
る
も
の
各
数
通
な
り
〈
文
明
十
七
、
十
、
十
四
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
い
う
よ
う
に
、
な
か
な
か
定
永
都
文
に
有
利
な
結
論
（
得
睡
郷
庄
主
職
任
命
）
を

出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
府
に
し
て
も
面
白
く
な
い
事
で
あ
っ
た
。

　
布
施
下
野
守
英
基
に
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
記

さ
れ
る
よ
う
に
、
東
府
と
西
府
の
対
立
が
、
こ
の
事
件
の
遠
因
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
例
え
ば
事
件
の
前
年
の
十
二
月
、
足
利
義
尚
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
、
乱
髪

集
証
が
西
府
に
参
上
す
る
と
、
雲
斎
庵
中
区
西
堂
の
臨
川
寺
坐
公
文
を
大
乳
母
よ
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り
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
亀
泉
は
、
「
東
府
で
は
坐
公
文
は
堅
い

御
禁
法
で
す
。
臨
川
寺
坐
公
文
は
叶
い
ま
せ
ん
」
と
き
っ
ぱ
り
断
っ
た
〈
文
明
十

六
、
十
二
、
十
。
及
び
十
五
日
、
廿
口
〉
。
し
か
し
、
そ
の
舌
の
根
も
乾
か
な
い
十
二

月
廿
四
日
、
相
国
・
建
仁
・
東
福
三
寺
の
方
丈
修
理
費
を
将
軍
よ
り
寄
進
す
る

為
、
特
別
に
そ
れ
ぞ
れ
廿
通
・
五
通
・
十
通
の
坐
公
文
が
許
可
さ
れ
た
。
坐
公
文

の
見
返
り
官
銭
（
は
っ
き
り
言
え
ば
坐
公
文
の
売
却
収
入
）
が
修
理
費
に
充
て
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
福
寺
御
寄
進
十
通
の
内
と
し
て
、
周
長
西
堂
（
道
号
は

春
岩
）
の
臨
川
寺
坐
公
文
を
布
施
下
野
守
が
白
し
請
け
て
い
る
。

　
今
農
、
東
府
よ
り
使
者
を
布
施
下
野
守
宅
に
遣
わ
し
、
周
玲
西
堂
の
公
文
の
事

　
を
督
す
〈
同
年
、
十
二
、
晦
〉
。

と
い
う
東
府
や
奉
行
布
施
下
野
守
の
動
き
は
、
同
じ
臨
川
寺
公
文
を
推
挙
し
て
拒

否
さ
れ
た
西
府
に
と
っ
て
は
、
苦
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
文
明
十
七
年
九
月
十
九
日
、
亀
泉
が
召
し
に
よ
り
西
府
に
参
上
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

常
徳
院
領
丹
波
国
吉
美
空
々
主
に
承
誘
都
寺
を
再
任
す
る
よ
う
左
次
御
乳
人
よ
り

妄
而
さ
れ
た
。
し
か
し
住
持
錦
江
景
文
を
は
じ
め
横
川
景
三
、
旭
峰
洪
昇
ら
長
老

は
皆
反
対
の
意
向
を
示
し
、
蔭
涼
職
亀
泉
は
そ
の
旨
を
西
府
に
伝
え
た
。
こ
れ
な

ど
も
、
寺
院
の
荘
主
職
ま
で
介
入
す
る
西
府
に
対
し
、
五
山
が
わ
、
ひ
い
て
は
東

府
も
不
快
に
思
っ
て
い
た
証
左
で
は
な
い
か
。

　
第
三
に
、
細
川
政
元
と
相
国
寺
々
奉
行
と
の
確
執
が
、
布
施
英
基
事
件
の
背
景

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
相
国
寺
領
丹
波
国
上
林
吉
忠
番
は
牟
礼
六
郎
左
衛
門
尉
に

侵
犯
さ
れ
、
住
持
旭
峰
洪
昇
は
守
護
（
細
川
政
元
）
違
乱
を
嘆
い
た
の
で
〈
文
明
十

六
、
十
、
廿
一
〉
、
足
利
義
政
は
処
置
を
弓
奉
行
に
厳
し
く
命
じ
た
。
　
し
か
る
に

細
川
政
元
か
ら
は
一
向
に
返
事
が
無
く
、
十
二
月
廿
一
日
に
東
府
の
”
厳
重
の
御

　
　
　
　
　
室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

成
敗
に
よ
っ
て
守
護
を
退
出
せ
し
め
”
、
や
っ
と
寺
領
は
意
解
に
返
還
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
相
国
寺
領
摂
州
兵
庫
中
庄
も
細

川
二
元
の
被
官
で
あ
る
庄
伊
豆
守
元
資
と
そ
の
弟
青
原
寺
僧
に
押
領
さ
れ
、
庄
主

（
相
客
寺
都
寺
で
あ
ろ
う
）
が
現
地
に
力
者
を
さ
し
向
け
る
と
、
庄
方
の
者
に
打
ち

殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
所
詮
吉
忠
番
の
時
の
如
く
、
御
使
を
九
郎
殿
（
細
川
政
理
）
に
立
て
ら
れ
、
厳

　
に
仰
せ
付
け
ら
る
れ
ば
、
寺
家
（
相
国
寺
）
歓
喜
た
る
べ
き
由
（
義
政
公
に
）
白

　
す
。
傍
て
住
持
の
一
行
を
台
覧
に
供
し
、
乃
ち
殿
中
に
於
て
布
施
下
野
守
、
飯

　
尾
大
和
守
に
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
由
（
義
政
公
よ
り
）
御
返
答
あ
り
〈
文
明
十
七
、

　
四
、
十
三
〉

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
布
施
英
基
と
飯
尾
元
連
と
が
寺
領
回
復
の
使
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
の
情

と
し
て
、
当
然
細
川
政
元
は
両
奉
行
を
恨
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
通
し
て

か
、　

中
庄
の
事
は
飯
尾
大
和
守
は
不
例
に
よ
り
、
其
の
主
宰
左
衛
門
に
仰
せ
付
け
ら

　
る
〈
同
月
、
十
六
〉
。

と
い
う
よ
う
に
、
飯
尾
元
連
は
憎
ま
れ
役
の
使
者
か
ら
脱
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
布
施
英
基
と
の
運
命
の
岐
路
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
の
は
、
筆
者
の
考
え
過
ぎ

で
あ
ろ
う
か
。

　
室
町
幕
府
に
と
っ
て
、
軍
事
力
の
奉
公
衆
と
経
済
行
政
官
僚
の
奉
行
衆
と
は
、

最
も
頼
り
に
な
る
直
属
臣
僚
で
あ
り
、
両
者
の
確
執
は
将
軍
権
力
の
弱
体
化
に
直

結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
飯
尾
大
和
　
飯
尾
大
和
守
の
名
は
、
『
日
録
』
の
永
享
七
年
か
ら
明
応
二
年

　
守
黒
影
　
　
ま
で
、
つ
ま
り
『
日
録
』
時
代
五
十
九
年
間
に
わ
た
っ
て
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

ら
れ
る
。

　
飯
尾
大
和
守
貞
連
は
康
正
元
年
に
、
そ
の
子
飯
尾
大
和
守
重
連
（
法
名
は
決
川

宗
勝
禅
定
門
。
『
日
録
」
に
宗
勝
入
道
と
も
記
さ
れ
る
）
は
延
徳
四
年
五
月
十
日
に
、
そ

れ
ぞ
れ
死
去
し
て
い
る
の
で
、
明
応
二
年
の
『
口
球
』
に
記
さ
れ
る
飯
尾
大
和
守

は
、
元
連
の
息
の
新
左
衛
門
尉
元
行
（
元
連
生
存
中
は
大
蔵
大
夫
兼
連
と
も
記
さ
れ
、

同
一
入
物
）
と
思
わ
れ
る
。

（
大
和
守
）

飯
尾
三
連
i
元
連

康
正
元
年
死

（
新
左
衛
門
尉
・
大
和
守
）

（
大
蔵
大
夫
・
新
左
衛
門
尉
・
大
和
守
）

元
行
（
兼
連
）

が
飯
尾
家
の
宗
家
ら
し
い
が
、
飯
尾
氏
は
他
に
飯
尾
加
賀
守
清
房
、
飯
尾
肥
前
守

之
種
、
飯
尾
美
濃
入
道
貞
朝
（
後
に
為
脩
）
、
飯
尾
左
衛
門
大
夫
為
規
、
飯
尾
三

郎
左
衛
門
尉
会
得
、
飯
尾
四
郎
右
衛
門
尉
種
貞
な
ど
三
十
数
人
の
飯
尾
氏
が
『
日

録
』
に
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
飯
尾
元
連
を
奉
行
衆
の
一
典
型
と
し
て
捉
え
、
そ

の
仕
事
を
分
析
し
て
み
た
い
。

　
飯
尾
大
和
守
が
任
命
さ
れ
た
奉
行
職
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
御
出
奉
行
、
御
拝

賀
奉
行
、
（
渡
）
唐
奉
行
、
琉
球
奉
行
、
公
文
奉
行
、
山
門
奉
行
、
門
跡
奉
行
、

仏
事
奉
行
、
寺
（
院
）
奉
行
の
九
種
で
あ
る
。

　
寺
（
院
）
奉
行
を
さ
ら
に
寺
院
毎
に
分
け
て
み
る
と
、
天
龍
寺
奉
行
、
相
国
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

奉
行
（
以
下
、
奉
行
の
二
字
を
省
略
）
、
建
仁
寺
、
等
持
寺
、
真
如
寺
、
善
入
寺
、
鹿

へ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

苑
院
、
等
持
院
、
雲
頂
院
、
清
住
院
、
洪
恩
院
、
太
子
堂
の
十
ニ
ケ
寺
院
の
奉
行

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
日
録
』
だ
け
か
ら
数
え
た
も
の
な
の
で
、
ま
だ
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
職
務
内
容
を
順
次
説
明
（
推
測
も
あ
る
）
し
て
お
こ
う
。

　
烈
は
名
称
か
ら
大
体
推
測
出
来
る
が
、
将
軍
が
寺
院
等
に
御
成
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

時
、
御
伴
衆
・
走
衆
・
御
小
者
と
は
別
に
、
殿
上
や
布
衣
そ
し
て
僧
侶
に
ふ
れ
を

報
ら
せ
た
り
く
文
明
十
七
、
四
、
八
V
、
参
侍
す
る
〈
延
徳
三
、
七
、
四
〉
役
で
、
布

施
英
基
が
同
役
で
あ
っ
た
。

　
葡
粗
暴
は
残
念
な
が
ら
よ
く
分
ら
な
い
。
小
河
御
所
（
日
野
富
子
か
）
が

朝
廷
に
拝
賀
を
な
す
時
、
飯
尾
元
連
、
二
階
堂
山
城
大
夫
判
官
政
行
、
松
田
左
衛

門
大
夫
、
中
沢
備
前
守
の
四
人
の
御
拝
賀
奉
行
か
ら
、
諸
国
よ
り
の
到
来
物
に
よ

っ
て
厳
重
に
返
済
さ
せ
る
と
い
う
約
束
で
、
五
山
東
回
衆
に
経
費
五
万
疋
（
五
百

貫
文
）
の
借
金
を
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
く
文
明
十
八
、
六
、
八
〉
。
結
局
、
亀
泉

集
証
は
東
班
衆
の
困
窮
を
理
由
に
拒
絶
し
た
の
だ
が
、
口
野
甘
子
の
参
内
行
事
を

取
り
し
き
る
の
が
御
拝
賀
奉
行
の
任
務
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
行
事
の
時
だ
け
臨
時

に
設
け
ら
れ
た
奉
行
で
あ
っ
た
。

　
劉
は
、
　
”
大
唐
勅
書
井
び
に
箱
を
ば
飯
尾
大
和
守
（
貞
連
）
方
よ
り
預

け
置
か
る
〈
永
享
八
、
七
、
十
〉
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
父
貞
連
よ
り
引
き
継
い
だ

も
の
ら
し
い
。

　
（
渡
期
正
使
井
び
に
居
座
の
箇
条
申
状
を
）
以
後
唐
船
奉
行
飯
尾
大
和
守
に
殿
中
に

　
て
渡
す
。
正
使
天
与
和
尚
・
居
追
書
荒
都
聞
・
叢
論
都
寺
・
大
内
方
の
申
す
所

　
に
依
る
。
来
る
六
月
に
九
州
地
に
赴
く
べ
き
由
、
飯
尾
大
和
守
を
以
て
仰
せ
出

　
さ
る
な
り
。
即
ち
之
を
命
ず
〈
寛
正
五
、
五
、
廿
六
〉

を
見
る
と
、
唐
船
奉
行
と
も
称
し
て
い
た
ら
し
く
、
命
令
系
統
は
、
将
軍
1
奉
行

－
蔭
涼
職
－
渡
唐
使
（
例
外
な
く
禅
僧
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
飯
尾
旗
手
宗
勝
入
道
対
面
す
。
渡
唐
船
・
渡
高
麗
章
段
の
事
の
相
談
な
り
。

　
（
中
略
）
桂
子
（
竺
英
有
春
）
を
右
京
公
（
伊
勢
貞
遠
）
宅
に
遣
わ
し
て
割
く
、

　
「
（
中
略
）
唐
唐
奉
行
は
飯
尾
太
和
な
り
。
先
々
は
（
将
軍
よ
り
）
奉
行
に
仰
せ
付
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け
ら
れ
、
奉
行
よ
り
台
命
を
此
方
（
蔭
地
職
）
に
云
う
。
其
の
旧
例
を
ば
相
公

　
忘
却
有
り
や
否
や
〈
長
享
二
、
正
、
廿
九
〉
。

と
い
う
よ
う
に
、
亀
泉
集
注
は
命
令
系
統
の
乱
れ
を
糺
し
て
い
る
。

　
渡
唐
奉
行
の
職
務
内
記
は
、
概
括
的
に
言
う
と
将
軍
と
流
量
職
と
の
連
絡
調
整

役
で
、

　
a
遣
唐
正
使
・
居
座
な
ど
の
人
事
（
候
補
者
は
蔭
涼
職
が
書
く
）
〈
文
明
十
九
、
八

　
　
廿
九
ほ
か
〉
。

　
b
勘
合
符
の
保
管
・
受
け
渡
し
〈
長
享
二
、
二
、
十
一
＞

　
c
遣
唐
書
は
蔭
涼
職
の
人
選
に
よ
る
能
文
能
筆
の
五
山
僧
が
執
筆
す
る
が
、
渡

　
　
唐
奉
行
は
文
書
管
理
や
執
筆
の
督
促
〈
長
享
三
、
二
、
十
九
〉
。

　
d
高
麗
に
関
す
る
所
務
も
兼
ね
て
処
理
。
越
後
安
国
寺
内
在
田
三
つ
ま
り
地
方

　
　
の
諸
山
の
塔
頭
と
い
う
偏
鄙
な
小
産
か
ら
、
高
麗
船
に
よ
っ
て
一
切
経
を
求

　
　
め
る
請
願
が
幕
府
に
出
さ
れ
た
時
、
飯
尾
大
和
守
は
そ
の
置
文
執
筆
者
の
人

　
　
選
を
蔭
涼
職
に
依
頼
し
て
い
る
く
文
明
十
八
、
五
、
廿
六
V
。
　
ま
た
高
麗
書
の

　
　
印
や
疏
箱
の
保
管
な
ど
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

な
お
、
渡
唐
奉
行
に
は
副
奉
行
が
あ
り
、
　
”
先
々
飯
尾
太
和
に
副
奉
行
有
り
。
布

施
下
野
守
是
な
り
。
松
田
対
馬
守
を
以
て
云
い
副
え
ら
る
れ
ば
可
な
ら
ん
か
”
〈
長

享
二
、
五
、
廿
八
〉
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　
薩
匝
は
渡
唐
奉
行
か
ら
類
推
出
来
る
の
で
省
略
し
、
匡
匝
に
つ
い

て
説
明
す
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
公
帖
を
調
え
る
役
職
で
あ
る
。

　
（
公
文
奉
行
）
乏
く
「
公
文
調
え
る
と
き
相
公
の
御
名
は
如
何
調
う
べ
き
や
。
」

　
（
伝
奏
）
日
く
「
入
道
准
三
后
（
と
書
け
ば
）
然
る
べ
し
か
」
（
相
公
）
「
鹿
苑
相
公

　
（
足
利
義
満
）
御
得
度
以
後
の
旧
例
に
従
う
べ
し
」
〈
文
明
十
七
、
八
、
廿
三
〉
。

　
　
　
　
　
室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

と
い
う
よ
う
に
、
書
式
を
厳
格
に
調
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
布
施
下
野
守
が
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

川
景
三
の
相
国
寺
再
住
公
帖
を
調
え
た
時
、
置
市
に
二
重
の
二
字
が
無
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん

で
、
亀
泉
集
証
は
、
「
万
宗
和
尚
（
緯
は
中
困
）
が
再
豊
麗
住
す
る
時
の
公
文
に

　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
語
聾
三
男
の
字
が
あ
っ
た
。
布
施
下
野
守
は
先
例
が
あ
っ
て
二
字
を
ぬ
い
た

の
か
、
そ
れ
と
も
失
念
し
て
書
か
な
か
っ
た
の
か
」
と
批
判
め
い
た
疑
問
を
記
し

て
い
る
〈
文
明
十
七
、
四
、
廿
〉
。
公
式
文
書
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
扱
う
の
は
当

然
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

　
上
頭
（
意
味
不
明
。
奉
行
衆
の
筆
頭
者
か
）
に
依
ら
ず
、
た
だ
中
老
人
衆
よ
り
其

　
の
器
用
に
依
る
か
の
由
こ
れ
を
申
す
〈
文
正
元
、
七
、
六
五
〉
。

と
い
う
よ
う
に
、
公
文
奉
行
に
は
人
材
を
択
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
公
帖
を
調
え
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
や
は
り
利
権
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
公
文
奉
行
訴
訟
し
て
云
く
、
「
洛
中
洛
外
の
事
は
論
ぜ
ず
。
遠
国
の
公
費
の
事

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
は
礼
を
奉
行
に
致
す
べ
き
由
、
（
新
住
持
に
）
仰
せ
付
け
ら
る
れ
ば
本
望
た
る
べ

　
し
。
布
施
下
野
守
の
時
も
此
の
如
し
く
長
峡
二
、
九
、
廿
V
。

と
い
う
記
述
は
、
公
文
奉
行
に
役
得
収
入
が
あ
っ
た
事
を
証
明
す
る
。

『
日
録
』
及
び
『
断
面
日
記
』
か
ら
歴
代
の
公
文
奉
行
を
列
べ
て
み
る
と
、
飯
尾

肥
前
入
道
（
為
種
か
）
〈
普
広
民
国
御
代
V
、
飯
尾
肥
前
守
之
種
く
文
正
元
、
七
、
廿

六
V
、
飯
尾
加
賀
守
（
之
清
か
）
〈
長
禄
二
、
七
、
三
十
〉
、
飯
尾
美
濃
入
道
（
貞
元

か
）
〈
寛
正
二
、
六
、
十
七
〉
、
布
施
下
野
守
貞
基
〈
寛
正
六
、
三
、
廿
一
〉
、
布
施

下
野
守
英
基
く
文
明
十
七
、
五
月
ま
で
V
、
飯
尾
異
和
入
道
元
連
〈
文
明
十
七
、
八
、

廿
二
〉
、
飯
尾
加
賀
守
清
房
く
文
明
十
八
、
十
一
、
二
V
ら
が
確
認
で
き
る
。

　
劉
は
布
施
下
野
守
没
落
の
後
、
文
明
十
七
年
八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
が
わ

間
の
入
る
時
期
に
、
飯
尾
元
連
が
任
命
さ
れ
、
横
川
の
衆
徒
が
江
州
和
綴
庄
の
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

成
寺
々
領
を
押
妨
し
た
時
、
そ
の
回
復
に
当
っ
て
い
る
く
文
明
十
七
、
十
一
、
二

V
。
布
施
英
基
在
任
中
も
三
会
手
短
江
州
赤
井
庄
が
山
門
か
ら
侵
さ
れ
た
際
、
侵

犯
停
止
の
奉
書
を
作
成
し
て
事
に
，
ヨ
っ
て
お
り
く
寛
正
六
、
五
、
十
V
、
山
門
奉
行

は
名
称
か
ら
す
る
と
比
叡
山
の
味
方
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
山
門
を
取
り
締
っ
て

結
果
的
に
は
禅
宗
寺
院
領
を
保
護
し
て
い
る
事
例
が
多
い
。

　
国
團
撹
乱
・
毒
忌
掩
俸
匝
と
い
う
の
は
、
南
禅
寺
（
飯
尾
左
衛
門
大
夫
）
、
天

龍
寺
（
飯
尾
大
和
守
）
、
鹿
苑
院
（
飯
尾
加
賀
守
）
、
林
光
院
（
松
田
丹
後
守
）
、
正
印
庵

（
諏
訪
信
濃
守
）
な
ど
各
個
別
の
寺
院
や
庵
に
任
命
さ
れ
た
奉
行
で
あ
る
。
大
寺

に
は
複
数
の
奉
行
が
配
さ
れ
、
又
、
同
一
人
物
で
数
ケ
寺
院
を
兼
ね
る
者
も
い

た
。
中
で
も
飯
尾
氏
一
族
は
奉
行
衆
の
有
力
者
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ

　
今
農
朝
参
の
次
、
伊
勢
守
予
（
季
環
真
蘂
）
に
謂
て
日
く
、
「
比
湿
飯
尾
加
賀
守

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
の
奉
行
す
る
所
尤
も
繁
多
な
り
。
諸
奉
行
に
配
付
す
べ
き
」
由
伊
勢
守
語
る

　
く
寛
正
二
、
六
、
六
V
。

と
い
う
よ
う
に
、
奉
行
職
の
分
散
化
を
図
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
飯

尾
加
賀
守
之
清
は
こ
れ
よ
り
二
週
間
前
の
五
月
廿
三
日
、
自
宅
で
問
三
所
と
争
っ

て
闘
死
し
て
お
り
、
そ
の
後
任
と
し
て
布
施
下
野
守
が
普
広
院
の
院
奉
行
を
望
ん

で
い
る
〈
中
E
二
、
六
、
三
〉
。
飯
尾
莫
連
は
既
述
の
如
く
十
ニ
ケ
寺
院
の
奉
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

兼
ね
て
い
た
事
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
傍
点
を
付
し
た
の
は
、
『
日
録
』

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
別
奉
行
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
の
奉
行
と
別
奉
行
と
ど
う
違
う

の
か
は
、
残
念
な
が
ら
筆
者
に
は
解
ら
な
い
。
ふ
つ
う
の
奉
行
と
は
別
の
奉
行
な

　
　
　
　
　
　
へ

の
か
、
各
寺
院
別
の
奉
行
と
い
う
意
味
で
、
ふ
つ
う
に
”
寺
奉
行
”
と
あ
る
の
と

同
じ
な
の
か
不
分
明
で
あ
る
。
『
日
録
』
〈
延
徳
二
、
八
、
廿
三
V
に
飯
尾
加
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

清
房
を
指
し
て
、
公
帖
奉
行
と
も
釣
判
別
奉
行
と
も
記
し
て
い
る
の
で
、
ど
う
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
後
者
（
別
の
字
を
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い
）
で
あ
る
よ
う
だ
。
両
者
を
ひ
っ
く
る

め
て
寺
（
院
・
庵
）
奉
行
の
役
割
を
考
え
る
事
に
す
る
。
当
然
そ
れ
は
奉
行
が
作

成
す
る
奉
書
の
種
類
を
考
え
る
事
で
も
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
寺
奉
行
（
以
下
、
院
奉
行
、
庵
奉
行
を
含
む
）
は
寺
領
の
保
安
を

任
務
と
し
た
。
例
え
ば
相
国
寺
領
尾
張
国
中
庄
が
応
仁
の
乱
以
来
、
守
護
被
官
某

（『

ｭ
苑
日
録
」
に
よ
る
と
武
衛
被
官
飯
尾
彦
右
衛
門
尉
）
に
、
「
此
の
一
所
を
以
て
懸

命
と
為
す
。
故
を
以
て
渡
さ
ず
」
と
押
領
さ
れ
て
い
る
の
で
、
相
国
寺
奉
行
飯
尾

元
連
は
台
命
を
受
け
て
そ
の
回
復
に
努
め
た
く
長
享
二
、
正
、
廿
四
V
。
ま
た
、
雲

頂
院
領
伊
勢
国
神
戸
河
宇
土
が
長
野
衆
に
半
分
押
領
さ
れ
た
時
、
蔭
涼
職
は
将
軍

の
命
を
受
け
て
院
奉
行
飯
尾
元
連
に
書
状
を
遣
わ
し
、
押
領
停
止
の
奉
書
を
作
成

す
る
よ
う
催
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
く
延
徳
二
、
十
、
十
V
。

　
寺
奉
行
が
地
位
を
利
用
す
る
事
は
当
然
で
あ
る
。
鹿
苑
院
奉
行
布
施
下
野
守

は
、
鹿
苑
院
領
美
作
国
英
多
楢
原
庄
に
関
す
る
他
の
諸
奉
行
の
意
見
を
上
聞
に
達

せ
ず
、
鹿
苑
院
側
は
”
隻
手
打
の
儀
（
ぬ
か
に
釘
）
の
焦
燥
に
駆
ら
れ
た
事
が
あ

っ
た
く
長
享
二
、
九
、
十
三
V
。
従
っ
て
、
寺
院
側
か
ら
特
定
人
物
を
指
名
し
て
寺

奉
行
任
命
を
望
む
事
が
多
い
。
例
え
ば
、
臨
川
寺
及
び
三
会
院
の
奉
行
は
諏
訪
信

濃
守
貞
通
で
あ
っ
た
が
、
両
寺
院
か
ら
連
署
で
将
軍
に
、
”
飯
尾
加
賀
守
は
江
州

所
在
の
諸
寺
院
領
に
つ
い
て
、
毎
事
厳
重
に
沙
汰
し
て
い
る
。
よ
っ
て
信
濃
守
と

交
代
さ
せ
、
又
、
賞
め
て
下
さ
れ
ば
弥
々
精
励
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
〈
長
享
元

十
一
、
十
〉
と
奉
行
の
交
代
を
訴
え
て
い
る
。

　
寺
奉
行
任
務
の
第
二
は
、
寺
院
及
び
当
該
寺
院
御
成
り
の
警
固
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
来
る
十
四
日
、
等
持
寺
施
食
御
成
あ
り
。
警
固
井
び
に
路
次
掃
地
の
事
、
閣
閤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
方
に
一
行
（
書
状
）
を
遣
わ
す
べ
き
由
こ
れ
を
呈
す
。
先
規
に
よ
り
信
奉
行
方
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へ
白
し
遣
す
条
云
々
〈
文
明
十
九
、
七
、
八
〉
。

『
日
録
』
に
は
飯
尾
太
和
入
道
（
元
速
）
殿
宛
の
書
状
の
全
文
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
又
、
長
享
元
年
十
二
月
に
夜
盗
が
頻
々
と
相
国
寺
の
諸
塔
頭
や
寮
舎
に
押
し

入
り
、
三
日
に
は
大
智
院
無
給
軒
の
恵
蔵
主
が
殺
害
さ
れ
、
四
日
に
は
長
得
院
や

宝
聚
軒
の
築
地
が
穿
た
れ
て
賊
が
侵
入
し
た
。
そ
こ
で
、

　
今
日
桂
子
を
以
て
台
命
（
相
国
寺
装
備
の
命
令
）
を
伊
勢
に
伝
う
れ
ば
、
則
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
尤
も
然
る
べ
し
。
寺
奉
行
に
命
ず
べ
し
」
〈
長
享
元
、
十
二
、
九
〉
。

と
い
う
よ
う
に
相
国
寺
奉
行
飯
尾
元
連
が
警
固
に
当
っ
た
（
又
は
警
備
体
制
の
手

配
）
の
で
あ
る
。

　
寺
奉
行
第
三
の
任
務
と
し
て
、
罪
を
犯
し
た
僧
の
処
分
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
普
画
院
・
常
徳
院
藪
田
の
義
、
井
び
に
前
駆
以
仁
和
尚
不
法
の
罪
科
を
ば
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
の
三
衣
を
召
出
さ
れ
、
一
段
糺
明
あ
る
べ
き
由
、
当
寺
奉
行
飯
尾
左
衛
門
大
夫

　
・
同
大
和
守
、
普
広
院
井
び
に
常
徳
院
に
往
き
、
張
本
人
を
出
す
べ
き
由
仰
せ

　
出
さ
る
。
伊
勢
守
（
貞
親
）
及
び
愚
老
（
季
竣
思
至
）
此
の
命
を
承
り
て
両
奉
行

　
に
伝
う
る
な
り
〈
長
禄
三
、
十
二
、
九
〉
。

な
ど
の
記
述
が
あ
る
。
命
令
系
統
は
、

　
　
　
　
　
　
蔭
手
職
　
　
　
　
　
　
　
普
広
院

　
将
　
軍
1
〈
　
　
　
　
〉
一
三
奉
行
一
〈

　
　
　
　
　
　
政
所
執
事
　
　
　
　
　
　
　
常
徳
院

で
あ
る
。
な
お
こ
の
事
件
に
つ
き
少
し
触
れ
て
お
く
。
常
徳
院
内
万
松
軒
の
僧
三

人
が
普
広
院
僧
に
斗
謝
を
し
か
け
た
ら
し
く
、
将
軍
は
罪
科
僧
を
放
逐
し
な
け
れ

ば
今
後
の
常
徳
院
の
訴
え
は
一
切
聞
き
入
れ
ぬ
と
、
厳
命
を
達
し
た
が
、
常
徳
院

側
は
ぐ
ず
ぐ
ず
と
処
置
を
引
き
延
ば
し
た
。
結
局
、
三
人
を
放
逐
し
て
将
軍
の
怒

り
を
解
き
、
万
松
軒
主
響
岩
埋
樋
（
日
野
■
光
の
子
）
は
献
上
物
を
持
っ
て
礼
謝
に

　
　
　
　
　
室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

参
上
し
た
の
で
あ
る
く
長
禄
四
、
四
、
十
七
〉
。

　
第
四
の
寺
奉
行
職
務
と
し
て
寺
院
建
造
が
あ
っ
た
。
実
際
に
現
場
で
事
に
当
る

の
は
都
聞
な
ど
銀
漏
衆
の
役
僧
で
あ
る
が
、

　
寺
家
修
造
の
事
に
つ
き
、
飯
尾
左
衛
門
大
夫
井
び
に
飯
尾
大
和
守
を
以
て
、
方

　
丈
仙
岩
和
尚
井
び
に
都
聞
寮
に
遣
わ
さ
れ
、
こ
れ
を
督
せ
ら
る
〈
寛
正
三
、
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
二
〉
。
当
時
（
相
国
寺
）
法
界
門
建
立
の
事
、
寺
奉
行
飯
尾
左
衛
門
大
夫
井
び
に

　
飯
尾
大
和
守
を
以
て
正
盛
都
聞
を
思
せ
ら
る
。
此
の
由
両
奉
行
に
（
蔭
涼
職
よ

　
り
）
命
ず
〈
寛
正
五
、
五
、
十
九
〉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
寺
奉
行
は
将
軍
の
命
を
奉
じ
て
、
工
事
の
進
行
を
監
督
し
た
。

　
次
に
寺
奉
行
は
人
事
の
連
絡
に
当
っ
て
い
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
寺
奉
行
飯
尾
左
衛
門
大
夫
井
び
に
飯
尾
大
和
守
を
以
て
、
崇
寿
院
竹
香
和
尚
に

　
遣
わ
さ
れ
、
（
堺
南
庄
）
庄
主
を
拝
む
べ
か
ら
ざ
る
由
仰
せ
出
さ
る
〈
寛
正
三
、

　
八
、
十
九
〉
。

と
記
す
よ
う
に
、
寺
院
領
の
庄
重
職
に
関
し
連
絡
に
当
っ
て
お
り
人
事
権
億
無

い
。
ま
た
、

　
大
館
礼
部
（
視
綱
）
日
く
、
「
（
中
略
）
（
惟
明
瑞
智
の
）
鹿
苑
院
再
往
の
事
如
何
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
御
成
敗
有
る
べ
き
や
。
」
愚
云
く
、
「
以
前
此
の
如
き
時
は
、
寺
奉
行
両
人
を
諸

　
院
（
相
国
寺
内
の
諸
塔
頭
）
に
遣
わ
し
て
日
く
、
『
白
す
べ
き
子
細
有
ら
ば
軟
言

　
を
以
て
劃
す
べ
し
。
鐘
を
鳴
ら
し
て
轍
々
の
義
は
然
る
べ
か
ら
ず
』
の
旨
を
仰

　
せ
付
け
ら
る
れ
ば
然
る
べ
き
か
。
」
「
寺
奉
行
は
誰
そ
。
」
「
飯
尾
太
和
と
同
加
賀

　
守
な
り
」
〈
延
徳
二
、
三
、
十
七
〉
。

の
如
く
、
諸
塔
頭
の
人
事
の
意
見
の
ま
と
め
役
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
圏
団
は
そ
の
名
の
如
く
門
跡
寺
院
及
び
門
跡
領
が
所
管
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

　
華
頂
門
跡
領
野
戸
郷
の
土
岐
方
薬
行
難
渋
す
る
は
然
る
べ
か
ら
ず
。
急
ぎ
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
べ
き
由
、
彼
の
門
跡
奉
行
飯
尾
兵
衛
大
夫
（
貞
朝
か
）
井
び
に
同
大
和
守
（
元

　
連
）
共
に
御
使
と
為
り
、
厳
に
命
ず
べ
き
由
仰
せ
出
さ
る
。
即
ち
両
奉
行
に
命

　
ず
る
な
り
〈
寛
正
六
、
十
、
九
〉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
華
頂
門
跡
所
領
確
保
の
為
、
美
濃
守
護
土
岐
持
益
に
折
衝
（
た

ぶ
ん
奉
書
の
令
達
）
し
て
い
る
。
こ
れ
は
半
年
以
上
も
前
の
二
月
廿
九
日
に
、
門
跡

よ
り
幕
府
に
訴
え
た
の
だ
が
、
ま
だ
解
決
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
華
頂
門
跡
－
蔭
涼
職
－
将
軍
－
蔭
涼
職
一
門
跡
奉
行
－
美
濃
守
護

と
事
件
は
処
理
さ
れ
た
。
な
お
、
火
戸
郷
は
二
月
廿
九
日
の
『
日
録
』
で
は
大
井

戸
郷
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
御
仏
事
奉
亘
の
名
称
が
『
日
録
』
に
書
か
れ
る
の
は
次
の
法
要
の
時
で
あ
る
。

　
勝
定
院
殿
（
足
利
義
倉
）
三
十
三
回
忌
〈
長
禄
三
、
十
二
、
十
八
〉
飯
尾
加
賀
守

　
　
　
（
之
清
か
）
飯
尾
左
衛
門
大
夫
（
之
種
か
）

　
三
智
院
殿
（
日
野
重
子
）
一
周
忌
〈
寛
正
五
、
八
、
八
〉
　
　
飯
尾
左
衛
門
大
夫

　
同
　
　
　
右
　
　
　
　
三
年
忌
〈
寛
正
六
、
八
、
八
〉
　
　
飯
尾
左
衛
門
大
夫

　
　
　
飯
尾
大
和
守
（
元
亨
）

　
常
徳
三
殿
（
足
利
義
尚
）
百
ケ
日
〈
長
享
三
、
七
、
七
〉
　
　
不
明

　
慈
照
院
殿
（
足
利
義
政
）
葬
儀
・
中
陰
〈
延
徳
二
、
正
、
七
〉
　
　
松
田
対
馬
回
数

　
　
　
秀
飯
尾
加
賀
守
清
房
飯
尾
大
蔵
大
夫
兼
連

　
大
智
院
殿
（
足
利
義
母
）
葬
儀
　
　
く
延
徳
三
、
正
、
七
V
　
　
飯
尾
近
江
守
（
貞

　
　
　
運
か
）
諏
訪
信
濃
守
貞
通

こ
れ
以
外
の
将
軍
家
仏
事
に
も
当
然
仏
事
奉
行
が
置
か
れ
た
だ
ろ
う
が
、
『
日
録
』

に
は
見
え
ぬ
。
勝
定
院
殿
三
十
三
回
忌
仏
事
奉
行
を
命
ぜ
ら
れ
た
前
記
二
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
御
小
袖
三
重
・
御
扇
子
廿
柄
・
高
檀
紙
十
帖
を
ば
、
両
所
よ
り
献
ぜ
ら
れ
る

　
く
長
禄
三
、
十
一
、
飯
井
V
。

と
高
額
の
礼
物
を
献
上
し
て
い
る
の
で
、
喜
ぶ
べ
き
（
た
ぶ
ん
役
得
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
）
奉
行
職
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
足
利
義
視
の
時
の
、

　
鹿
苑
院
（
錦
江
景
文
）
重
く
、
「
御
仏
事
銭
儲
だ
到
来
せ
ず
。
わ
ず
か
四
三
十
貫

　
文
の
み
到
来
し
、
諸
篇
成
ら
ず
。
此
の
由
を
（
御
仏
事
）
奉
行
方
へ
仰
せ
遣
わ

　
さ
る
べ
し
〈
延
徳
三
、
正
、
十
九
〉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

と
い
う
記
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仏
事
の
費
用
を
調
達
す
る
の
が
主
要
任
務

で
あ
っ
た
。

注
（
1
）
　
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
第
三
編

　
　
　
今
谷
　
明
「
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
」

　
　
　
福
田
豊
彦
「
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
七
四
号
）

　
　
　
同
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
の
研
究
」
（
『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
大
紀
要
三
』
）

　
　
　
桑
山
浩
然
「
室
町
幕
府
経
．
済
機
構
の
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
三
一
九
）

　
　
　
秋
元
大
輔
「
室
町
幕
府
三
番
帳
の
成
立
年
代
の
研
究
」
（
「
日
本
歴
史
』
三
六
四
号
）

　
（
2
）
布
施
貞
基
の
子
の
英
基
は
、
大
乱
の
勃
発
し
た
応
仁
元
年
に
「
恩
賞
方
」
「
伺
事

　
　
　
番
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
文
明
六
年
に
は
「
政
所
執
事
代
」
と
な
っ
た
。
当
時
、
納
下
即

　
　
　
ち
幕
府
の
金
銭
出
納
は
、
政
所
執
事
の
伊
勢
氏
で
は
な
く
、
執
事
代
が
掌
り
、
酒
屋

　
　
　
・
土
倉
も
執
事
代
に
属
し
て
い
た
（
桑
山
浩
然
前
掲
論
文
参
照
）
。
英
墓
は
そ
の
他

　
　
　
多
く
の
奉
行
職
を
兼
ね
て
、
ま
さ
に
奉
行
衆
の
最
有
力
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
浦

　
　
　
上
美
作
守
則
宗
と
連
歌
に
興
じ
た
り
く
文
正
元
、
二
、
十
八
V
天
隠
龍
沢
に
『
尚
書
』

　
　
　
を
講
ぜ
し
め
た
り
〈
文
明
四
年
〉
、
自
邸
で
月
次
和
歌
会
を
開
い
た
り
〈
文
明
十
年
〉
、

　
　
　
な
か
な
か
の
文
化
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
死
後
の
事
で
あ
る
が
、
『
日
録
』
〈
明
応
二
、

　
　
　
五
、
十
四
〉
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
亀
泉
三
層
の
後
任
と
し
て
蔭
涼
職
に
任

　
　
　
ぜ
ら
れ
た
葦
洲
薄
縁
は
、
諸
家
へ
の
御
礼
の
方
法
や
金
額
を
亀
泉
に
質
ね
た
。
そ
こ

　
　
　
で
亀
泉
和
尚
は
、
自
分
の
就
任
時
の
経
験
か
ら
く
文
明
十
六
、
十
、
十
四
の
百
貫
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照
〉
、
「
将
軍
へ
の
献
上
品
の
ほ
か
、
伊
勢
貞
宗
に
五
継
、
鹿
苑
院
に
三
継
、
又
、
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
勢
右
京
亮
に
二
百
疋
、
布
施
下
野
守
に
二
百
疋
遺
わ
し
た
」
と
教
讃
し
て
や
っ
て
い

　
　
る
。
布
施
下
野
守
を
奉
行
衆
筆
頭
と
し
て
重
視
し
て
い
た
証
左
と
な
る
。

（
3
）
　
相
国
寺
常
徳
院
内
の
寮
舎
。
　
”
仙
岩
利
尚
の
新
房
を
掻
落
と
号
す
。
そ
の
額
は
今

　
　
日
置
ば
さ
る
”
〈
長
禄
三
、
三
、
十
三
〉
。
”
万
松
軒
御
成
”
〈
同
年
四
、
十
〉
と
あ
る

　
　
の
で
、
こ
の
頃
仙
岩
澄
安
が
創
建
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
仙
岩
和
尚
は
日
野
重
光
の
子

　
　
な
の
で
足
利
義
政
の
母
方
の
伯
（
叔
）
父
に
当
る
。
従
っ
て
足
利
将
軍
家
は
万
松
軒

　
　
を
厚
遇
し
た
。
額
を
義
政
自
身
が
書
い
た
の
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
”
勝
智
院
殿
御

　
　
中
陰
小
仏
事
科
に
つ
き
、
万
松
軒
仙
岩
和
尚
井
び
に
当
都
聞
正
盛
を
以
て
、
今
度
の

　
　
御
仏
事
六
千
貫
費
用
な
り
。
各
ミ
そ
の
三
分
の
一
両
所
二
千
貫
を
以
て
之
に
当
て
ら

　
　
る
”
〈
寛
正
四
、
八
、
十
三
〉
と
い
う
よ
う
に
姉
（
妹
）
の
日
野
重
子
の
仏
事
銭
の

　
　
三
分
の
一
を
万
松
軒
が
負
担
し
て
い
る
。
仙
岩
澄
安
が
文
明
五
、
十
一
、
廿
六
に
示

　
　
寂
し
た
あ
と
は
宗
山
等
貴
が
軒
主
と
な
っ
た
。
宗
山
等
貴
は
聯
輝
軒
（
同
じ
く
常
徳

　
　
院
内
の
寮
舎
）
主
の
就
山
永
崇
と
兄
弟
で
、
伏
見
宮
貞
常
親
王
の
王
子
で
あ
り
、
か

　
　
っ
二
名
と
も
足
利
義
政
の
猶
子
で
あ
っ
た
。

（
4
）
　
南
禅
寺
都
文
定
永
を
得
橋
郷
庄
主
に
補
任
す
る
運
動
は
そ
の
後
も
西
府
か
ら
執
拗

　
　
に
な
さ
れ
た
。
文
明
十
七
年
も
暮
の
十
二
月
廿
九
日
、
佐
子
御
局
か
ら
蔭
涼
職
に

　
　
「
か
の
地
下
（
得
橋
郷
）
へ
成
さ
る
奉
書
に
定
永
都
文
の
名
を
載
せ
調
え
給
う
べ
し
」

　
　
と
要
望
し
て
来
た
が
、
奉
行
は
難
渋
し
て
い
る
。
翌
年
に
な
っ
て
も
解
決
せ
ず
、
亀

　
　
泉
集
証
は
南
禅
寺
評
定
衆
首
の
雲
門
庵
宝
林
西
堂
に
「
来
る
（
長
享
元
年
十
月
）
十

　
　
三
日
に
、
定
永
都
文
の
事
に
つ
き
、
南
禅
方
丈
に
於
て
大
評
定
有
る
べ
し
。
然
ら
ば

　
　
私
曲
を
構
え
ず
、
公
言
を
以
て
理
否
に
任
せ
成
敗
有
り
て
然
る
べ
し
」
と
公
平
な
意

　
　
見
陳
述
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
定
永
は
出
奔
し
た
ら
し
く
、
台
命
で
帰
住
を
求

　
　
め
た
が
定
永
は
「
首
領
の
寺
納
分
（
意
味
不
明
確
）
を
都
文
寮
に
返
さ
る
れ
ば
帰
寮

　
　
す
べ
し
」
と
主
張
し
、
南
禅
寺
住
持
蘭
披
は
両
者
に
は
さ
ま
れ
困
窮
し
て
い
る
〈
同

　
　
年
十
二
、
廿
一
〉
。
結
局
定
永
都
文
は
都
文
寮
に
帰
っ
て
蔭
涼
軒
に
一
網
を
携
え
礼

　
　
謝
に
来
た
が
く
十
二
、
廿
四
〉
、
”
南
禅
方
丈
よ
り
、
定
永
都
文
を
追
出
す
べ
き
奉
書

　
　
の
案
（
草
稿
）
を
贈
り
来
る
”
〈
十
二
、
廿
九
〉
と
あ
り
、
　
一
人
の
都
文
を
め
ぐ
っ

　
　
て
紛
糾
し
て
い
た
。

室
町
幕
府
奉
衆
と
禅
林

（
5
）
　
足
利
義
尚
の
乳
母
で
、
将
軍
に
就
い
て
か
ら
は
白
下
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の

　
　
頃
、
足
利
義
尚
（
西
相
公
）
は
取
次
（
指
）
御
乳
人
を
通
じ
、
常
徳
院
領
丹
波
国
貴

　
　
美
庄
々
主
職
、
等
持
院
後
住
、
鹿
苑
寺
後
住
、
紹
壇
喝
食
度
僧
、
天
龍
寺
領
阿
波
国

　
　
那
賀
山
庄
公
事
の
こ
と
等
禅
林
行
政
に
多
く
口
入
し
、
す
べ
て
野
次
御
乳
人
を
通
じ

　
　
て
蔭
十
三
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
出
自
は
不
明
で
、
た
だ
”
左
史
御
乳
の
兄
、
眠
蔵

　
　
主
”
〈
文
明
十
九
、
五
、
一
〉
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）
今
谷
外
港
は
前
掲
「
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
」
（
一
七
一
頁
、
二
〇
五
頁
）

　
　
で
、
「
一
般
に
奉
行
人
は
恩
賞
方
（
す
な
わ
ち
御
前
奉
行
）
に
入
っ
て
い
な
く
て
は

　
　
別
奉
行
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
「
別
奉
行
と
は

　
　
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
担
当
奉
行
人
の
謂
で
、
『
武
家
名
目
抄
』
に
い
う
寺
社
奉
行

　
　
と
同
義
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。

二
九
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